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協議項目 ③ スクールバス運行 関係項目  

調整方針（案） 現行のスクールバス・スクールタクシーの運行を継続する。 協議結果 方針案のとおり 

関係資料  
 
 ○スクールバス運行 

 

区分 伊那市 高遠町 長谷村 

制度概要 

小中学校に遠距離通学する児童

生徒の保護者の負担軽減及び義

務教育の円滑化を図るためスクー

ルバス、スクールタクシーを運行す

る。 

小中学校に遠距離通学する三義

地区児童・生徒に対してスクール

バスを運行する。 

ＪＲとのｋｍ当たり単価契約 

 （平成１６年度より実施） 

JR バスの廃止路線の対応として、

小中学校の登校日に福祉バスを

運行する。 

運賃は無料。 

対象となる児童生徒 

路線バス等の交通機関の利用が

できない地区に居住する、通学距

離小学生４㎞以上、中学生６㎞以

上の児童生徒 

  

Ｈ１５実績額 １２，１８８千円 ５，６４０千円

 

 

 


